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２０１４年１２月定例会一般質問 

１２月１１日 日本共産党 宮本しづえ県議 

日本共産党の宮本しづえです。 

大震災と原発事故から今日でちょうど３年９か月です。今なお 12万２千人余が避難生活を

余儀なくされているなど、復興とは程遠い状況に置かれています。被災地のインフラ整備は

進められているものの、被災県民の暮らしと生業の再建はこれからというのが実態です。知

事は一人ひとりの県民に寄り添う支援を行うと述べられました。公約実現の具体化が求めら

れます。そこで以下質問します。 

まず被災者の生活再建支援についてです。 

被災者の多くは依然として仮設住宅、借り上げ住宅での不自由な避難生活を強いられ住ま

いと生活の回復が見通せず、再建が本格化するのはこれからで、地域社会が再生できるかど

うかの岐路に立たされています。 

住まいを失い、日常生活の維持さえ困難な被災者に生活回復の支援を行うことは、憲法が

保障する生存権、生命、自由及び幸福追求権の尊重であり国として当然行うべき責任です。

住まいの回復のための支援を復興の土台に位置付けることが国とともに県政にも強く求めら

れていると考えます。知事も生活再建策は避難者それぞれの状況によってきめ細かく対応す

ると述べられ、このほど改定された災害対策基本法でも被災者一人ひとりの生活再建を図る

ことが明記されました。 

現在の国の制度では、被災者生活再建支援法により最大で基礎支援金 100 万円、加算支援

金 200 万円を支給します。まず、この支援金が支給される被災世帯がどれだけあるのか、実

態を正確に把握し漏れのないようにする必要があります。 

大規模半壊は、建て替えを前提とせずとも基礎支援金が支給されますが、県の被害状況速

報では半壊の中の大規模半壊が区別されておりません。市町村は区別して被害認定していま

す。 

そこで、県は被災者生活再建支援金の対象世帯を把握し、制度の周知を図る必要があると

思いますが、県の考えを伺います。 

被災者生活再建支援金の基礎支援金の申請期間を延長すべきと思いますが、県の考えを伺

います。 

県内でこの制度を利用した世帯は、９月末で基礎支援金の給付申請が３万 335 件、家を建

て替え、或いは修理を終えて追加支援金を申請したのが１万 8,459 件、基礎支援金を受け住

宅の再建を終えたのは 60.8％という状況です。３年９か月経っても６割しか再建が進んでい

ない現状をいかに打開するかが問われています。まず、国の支援を大幅に引き上げるべきで

す。基礎支援金の 100 万円は、長期の避難生活でほぼ使い果たしてしまい、全壊の世帯でも

実質追加支援金の 200 万円の公的支援で再建しなければならず住まいの再建には程遠いので
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す。この間の建築資材の高騰、消費税増税が困難に一層拍車をかけています。 

そこで、被災者生活再建支援金について、金額を大幅に増額し、支援対象も半壊や一部損

壊まで拡大するよう国に求めるべきですが、県の考えを伺います。 

福島県は、国の制度以外の独自の支援策はないに等しい状況です。岩手県は県独自の住宅

再建支援補助として元の自治体での再建に 100 万円を市町村と折半で上乗せするほか、宅地

整備、県産材使用、バリアフリー、太陽光発電補助などの直接補助だけでも上限合計は 460

万円となります。国の制度と合わせると直接補助は 760 万円になり、住宅再建の大きな後押

しとなっています。 

福島県は、被害件数が多いので独自の支援策は困難との立場ですが、被災件数が多いから

こそ支援策が必要です。 

企業誘致の立地補助金は被災企業でなくても最大で投資額の４分の３の助成があり、総額

で 2,000 億円の予算が組まれていますが、県民個別の生活再建が後回しでは予算のつけ方が

逆です。今議会には都市再生機構が整備した復興公営住宅を買い上げるための議案が提案さ

れていますが、１戸当たりでは 3,976 万円になります。自力で住まいの再建を希望する世帯

に支援することは、県の財政負担も少なくなるのではないでしょうか。 

そこで、県としては、生活再建の土台である住まいの再建促進に向けた独自の支援策を講

ずるべきではありませんか。県の考えを伺います。 

次に避難者支援にかかわってお聞きします。 

自治体ごと避難し、その後避難解除された旧緊急時避難準備区域や、避難指示解除準備区

域における避難指示解除後相当期間を経過し賠償が打ち切られた避難者の生活支援を求める

べきであり、経済産業省との交渉でも何らかの支援は必要だと思っているとの認識が示され

ております。そこで、被災者の生活再建のため、当面１年間とされている避難指示解除後の

賠償が継続されるよう「相当期間」の延長はもとより、具体的支援策を国に求めるべきと考

えます。県の考えをお示しください。 

また、復興公営住宅入居は原則帰還困難区域、居住制限区域とし、避難指示解除準備区域

は条件に合う世帯のみを対象としています。しかし、高齢者で住宅再建が困難な世帯は少な

くないため、行き場がない高齢者が取り残されることが懸念されます。そこで避難指示解除

準備区域の避難者も復興公営住宅に入居できるようにすべきですが県の考えを伺います。 

県は置かれた状況が異なるそれぞれの被災者に見合った支援がどうあるべきかを考える視

点が不十分ではないかと思います。一人ひとりに寄り添う復興をどう進めるのか知事の見解

を伺います。 

次に除染について伺います。 

県内市町村実施の住宅除染の実施済戸数は、全体計画の 35％です。福島市の到達は 46％で

すが、このほど計画を９か月前倒しして来年中に完了させる方針を明らかにしました。その

対策として汚染状況を瞬時に測定できる機器の活用等で効率的な除染作業を行うとしていま
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す。避難県民が帰還しない理由の一つに放射能の不安があるだけに、除染の一層の促進が求

められます。 

全県の除染を促進させるうえで、瞬時に放射線量が計測できる機器の活用等などの有効な

技術を駆使し、除染の促進に向け県は市町村を支援すべきと思いますが県の考えを伺います。 

除染で出た汚染土壌が今も（宅地内に）現場保管されていますが、保管に係る補償は全く

ありません。国に保管補償を求めるべきと思いますが県の考えを伺います。 

次に賠償について伺います。 

東電の賠償は国の指針以上は払わないとの立場が一層強まっているように思います。そこ

で県損害対策協議会全体会を開き、賠償の課題について関係団体と共有すべきと考えます。

県の考えをお示しください。 

県損対協は今年５月にＡＤＲの和解案の尊重と指針への反映を求めました。東電は個人的

に請求した精神的損害賠償には応じないものの、集団での申し立てには和解案に一部応じま

した。県は、全県民が被災者との立場を当初から取っているのですから、請求が個人的か集

団かにかかわらず、精神的損害について、全ての県民に十分な賠償がなされるよう求めるべ

きですが、見解をお示し下さい。 

浪江町に対するＡＤＲ和解案については、東電はそもそも一律の和解案はなじまないと二

度にわたって浪江町への和解案を拒否しています。このことについて県はどの様にとらえて

いるのか認識をお示しください。 

飯舘村でも人口の５割を超す住民がＡＤＲへの集団申し立てを行い、伊達市や福島市大波

地区でも精神的損害賠償を求める集団申し立てが行われ、更に現在準備中の地域が各地にあ

るなど、ＡＤＲへの集団申し立ては時間とともに増え続けています。泣き寝入りはしたくな

いと立ち上がっている県民のこのような賠償を求める運動を、浪江町や桑折町が条例を作り

支援しているように、県としても積極的に支援すべきですが見解を伺います。 

次に子供の支援についてです。 

学童保育は指導員の劣悪な処遇改善が求められていることは先の議会でもわが党議員が指

摘した通りです。私は、施設整備に関して伺います。子ども子育て支援法施行を受けて、５

年間の猶予期間があるものの、国はようやく学童保育施設の整備基準を示しました。県内に

370 カ所ある学童保育所の中で、民設民営の学童クラブが 79 カ所と報告されています。その

うち福島市が 49カ所、６割を占めています。福島市内 59カ所ある中の 49 カ所、83％と高い

比率となっているのです。福島市は最大で月額４万円の家賃補助しかないため、施設確保自

体も困難な状況にあります。 

施設整備に向けた取り組みは設置者任せでは進みません。委託元となる自治体が学童クラ

ブ施設整備の方針を作ることは当然ですが、県として施設整備促進に向けた支援策を講じる

べきと考えますが見解を伺います。 
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次に生活保護世帯の奨学金の扱いについて伺います。 

福島市福祉事務所が、高校生の子どもがいる母子家庭で福島市の奨学金年間５万円と、福

島市内の民間団体が創設した月額１万円の奨学金併せて年額 17 万円の奨学金を受けている

世帯に、本来は奨学金を収入認定から除外すべきなのに収入とみなしました。そのため、こ

の世帯が生活保護費削減を不当として、本年６月県に不服審査請求を提出したのです。県は、

11 月 27 日付でこの不服審査請求を棄却する裁決を行いました。子どもの夢を奪う福島市の

不当な処分を県も追認するもので、当事者はもちろん支援する会はじめ市民から抗議の声が

上がっています。 

生活保護法は、最低生活保障とともに自立助長を目的としており、そのための学ぶ権利保

障として、教育費の援助は極めて重要だと考えます。しかし、生活保護では高校生や大学生

の教育を受ける権利が十分に保障されておらず、修学旅行費すら保護費では保障されていま

せん。その点でこの世帯も支援を受けたように、民間団体が自主的な支援を行っていること

は子どもたちを励ますものです。今回の保護費の扱いを巡る問題の根本にある生活保護世帯

の高校生等の教育を受ける権利保障について、国に十分な対応を求めるべきと考えますが県

の考えを伺います。 

先日私の元に母子福祉資金修学資金を借りた母子世帯から、償還にかかわって取り立てが

厳しいとの相談が寄せられました。県が窓口となる母子福祉資金等の償還事務については、

世帯の生活状況を十分に把握したうえで適切に対応すべきと考えます。県の考えを伺います。 

この問題の根本には、奨学金のあり方と雇用をめぐる問題が内在しています。日本の学生

は２人に１人が奨学金を借りており、平均的なケースで 300 万円、多い場合には 1,000 万円

もの借金を背負って社会人としてのスタートを切ることになります。一方で不安定雇用の拡

大で、奨学金を借りた卒業者の８人に１人が滞納や返済猶予になっています。返済が１日で

も遅れると、今年の３月分までは 10％、４月からは５％の延滞金が上乗せされるなど、厳し

い取り立てが行われています。この苦しみから若者と保護者を解放しなければなりません。

日本共産党は、学生が安心して使える奨学金にするため、奨学金返済への不安と負担を軽減

するための提案を発表しました。まず、日本学生支援機構が実施する国の大学生等奨学金事

業について、有利子の奨学金を無利子にし、既に有利子で借りたものは無利子に借り換えを

認めるなど制度の抜本改善を国に求めるべきですが、県教育委員会の考えを伺います。 

ОＥＣＤ加盟国中、学費があり、返済不要の奨学金制度がないのは日本だけです。返済の

必要がない給付制の奨学金制度を直ちに作るよう国に求めるとともに、県独自の給付型奨学

金を大学生を含めて創設すべきと考えますが、県教育委員会の考えを伺います。 

次に医療、介護職員不足の対策についてです。 

 先日須賀川市にある公立岩瀬病院が新たに産科を開設する方針を企業団として明らかにし

ました。福島医大からの医師派遣要請を前提とした計画と言われています。本県の産科医不

足は、全国的に見ても深刻な状況にあります。現在福島医大から産科医師の派遣を受けてい
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る国立病院機構福島病院の医師確保が国難になるのではないかと危惧する声が上がっていま

す。福島病院は、本県の周産期医療センターの中核的役割を果たしており、1,000ｇ以下の新

生児入院受け入れは、2012 年は福島医大病院を上回っています。 

国立病院機構福島病院の地域周産期母子医療センターとしての機能が維持できるよう、産

科医の確保を支援すべきですが、県の考えを伺います。 

医療従事者不足を解消するためには、県が養成機関を作ることが必要です。県立会津看護

学校の廃止は逆行でした。12 月補正予算では、保健医療従事者養成のための検討予算が計上

されました。当然県立総合衛生学院の再編も検討されるものと思いますが今後のあり方につ

いては、学生の意見をよく聞き、学ぶ機会を奪うことのないような再編とすべきです。 

本県には、理学療法士、作業療法士等の専門職を養成する機関がきわめて少ないことなど

を踏まえ、県として医療技術者を確保するための養成機関整備にあたっては、大学化を含め

検討すべきですが、県の考えを伺います。 

介護職については希望する学生が減っているという問題があります。背景に介護分野が抱

える特有の劣悪な雇用環境があることは明らかです。避難者はじめ県民の命を守り、災害関

連死を防止する点からも放置できない問題であり、職員確保の抜本対策が求められています。

まず、介護報酬については、国とりわけ財務省が求める介護報酬引き下げでなく抜本的に引

き上げることを国に求めるべきです。県の考えを伺います。 

また、既に打ち切られた介護職員処遇改善交付金の復活についても国に求めるべきですが、

県の考えを伺います。同時に、介護職員について本県独自に特別の処遇改善策を実施すべき

です。県の考えをお示しください。 

最後に土砂災害防止と雪害の対策について伺います。 

土砂災害防止法が改正となり、都道府県には基礎調査の実施促進と結果の公表が義務付け

られました。国は、今後５年間で基礎調査を完了させる方針を明らかにしています。県内の

土砂災害危険個所のうち、基礎調査済みは 38％、全国の到達 73％の概ね半分に留まっていま

す。本県の基礎調査完了には約 53 億円、国の方針どおり５年間で終了するためには、年間

10 億円の経費が必要となります。国は基礎調査には起債を認めていないため、国補助３分の

１以外は一般財源を充当しなければならず、財政的にも大きな負担となっています。年間２

億３千万円程度の基礎調査予算では到底追いつきません。 

県として、土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査を推進するため、予算を確保すべ

きと思います。県の考えを伺います。 

また、国が起債を認めないというのも道理がありません。基礎調査の国の負担率のかさ上

げや起債対象とすることについて国に強く求めていくべきですが、どのように取り組んでき

たのか伺います。 

土砂災害から子どもや高齢者、障がい者等の要援護者を守るため、施設の保全を図るため

の施設整備を推進すべきですが、県の考えを伺います。 
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最後に、今年初めの豪雪による農業施設被害に対する国の助成金が、まだ農家に届かない

との苦情が寄せられており、早期の支払いが必要だと思います。そこで、本年２月の大雪に

伴う農業災害対策の進捗状況を伺います。以上で私の質問を終わります。 

答弁 

内堀雅雄知事 

宮本議員の御質問にお答えいたします。復興を進める上での基本的な考え方についてであ

ります。私は、選挙期間中、県内各地をくまなく歩き、多くの方々と直接お話をする中で、

厳しい状況にかれながらも一日も早い古里復興を願う切実な思いに触れました。 

本県は、12万人を超える方々が避難するいまだ有事の状態にあり、県民一人一人の声に丁

寧に耳を傾けながら、その思いに応えられる復興施策をスピード感を持って進めなければな

らないと強く実感しました。私は、こうした難局を乗り越えるには、「現場主義」「県民主

義」の考え方を県庁全体に意識風土として醸成させていくとともに、自らも実践すべく、早

速、就任翌日から、住民に最も身近で、現場の実情に精通した市町村長と意見交換を開始し、

年内にも一巡する予定であります。 

今後とも、市町村や現場に足を運び、地域の様々な声を丹念に聴きながら、状況の変化を

的確に捉えた県政を進めるとともに、情熱とスピード感を持ち、全庁一丸となって、県民一

人一人が実感できる復興に向かって取り組んでまいる考えであります。 

一、被災者の生活再建支援について

土木部長 

住まいの再建の促進につきましては、これまで、被災者生活再建支援制度によるほか、県

独自に、二重ローン債務者への助成、県産木材を使用した住宅の建設や空き家の改修に対す

る補助、建築確認手数料の免除等の支援策を実施しており、さらに、不足が懸念される工務

店や職人等に関する情報提供窓口を設置するなど、被災者の住宅再建が円滑に進むよう支援

してまいる考えであります。 

避難地域復興局長 

避難指示解除準備区域の避難者の復興公営住宅への入居につきましては、今後、帰還困難

区域、居住制限区域の避難者の入居状況や仮設住宅からの移行後の状況も見ながら検討して

まいる考えであります。 

原子力損害対策担当理事 

被災者生活再建支援金の対象世帯につきましては、これまでも、各市町村を通じ、把握し

てきたところであり、引き続き、支援金の申請状況を定期的に把握するとともに、全ての対
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象世帯に支給されるよう、市町村説明会や広報紙の活用などにより、きめ細かな情報提供に

努めてまいります。 

次に、被災者生活再建支援金の基礎支援金の申請期間につきましては、今月２日に、 

更に一年間の延長を決定し、平成28年４月10日までとしたところであります。 

次に、被災者生活再建支援金につきましては、今年６月に実施した国への提案・要望活動

を始め、７月の北海道東北地方知事会による提言など、これまでも国に対し、支援金額の拡

充と支援対象の拡大を、再三にわたり求めてきたところであり、今後とも、被災者の生活再

建が十分に図られるよう、国に求めてまいる考えであります。 

次に、被害者の生活再建につきましては、原子力損害対策協議会の活動等を通し、賠償が

継続される「相当期間」については地域の特別な状況や個別具体的な事情に応じ、柔軟に対

応するとともに、生活や事業を早期に再建することができるよう、就労や教育、福祉など様々

な支援策の実施を国に求めているところであり、引き続き、市町村等と一体となって取り組

んでまいります。 

二、除染について 

生活環境部長 

効果的な除染技術を活用した除染の促進につきましては、市町村意見交換会の開催等を通

じて、屋根などの高所における線量測定技術や道路側溝内の高圧洗浄吸引システム等の先進

的取組事例について情報共有や水平展開を図ってきたところであります。さらに、今年度は、

市町村の要望を踏まえ、住宅除染における効果的な測定技術等について公募し、県が効果を

検証することとしており、今後とも実用的・効果的な技術の普及を通じて市町村除染が一層

促進されるよう積極的に取り組んでまいります。 

次に、除去土壌等の現場保管に係る補償につきましては、当該除去土壌等は、放射性物質

汚染対処特別措置法等に基づき仮置場への搬入までの間、除染等の措置を実施した土地に所

有者等の理解を得て保管されているものと考えております。今後とも市町村と連携を図りな

がら仮置場の確保に努め、できるだけ速やかに除去土壌等を搬出できるよう取り組んでまい

ります。 

三、賠償について 

原子力損害対策担当理事 

賠償の課題につきましては、日頃から、関係団体、市町村への訪問活動や県民からの電話

相談等により、被害の実態の把握に努めるとともに、原子力損害対策協議会による要望活動

等を通し、被害者それぞれの立場に立った賠償を行うよう、国、東京電力に求めてきたとこ

ろであり、引き続き、関係団体等と課題を共有しながら取り組んでまいります。 

次に、精神的損害につきましては、原子力損害対策協議会の活動等を通し、県民それぞれ
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の被害の実態に見合った賠償を行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意

を持って対応するよう、国、東京電力に求めてきたところであります。引き続き、被害者の

視点に立った賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。 

次に、紛争解決センターによる和解仲介案につきましては、東京電力は、国の認定を受け

た総合特別事業計画において「和解仲介案の尊重」を掲げており、原発事故の原因者として

の自覚を持って積極的に受け入れるべきであると考えております。 

次に、県民の賠償請求の支援につきましては、国に対し、確実かつ迅速な賠償の実現のた

め、多くの被害者に共通する損害について類型化し指針へ反映するよう要望するとともに、

東京電力に対し、個別事情による損害に関する和解仲介案の積極的な受入れを含め、被害者

の立場に立った賠償を柔軟に行うよう要求してきたところであります。引き続き、被災地の

実情を踏まえた賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。 

四、子どもの支援について 

保健福祉部長  

生活保護世帯の高等学校等への就学に伴い必要となる費用につきましては、生活保護世帯

の自立を支援するため、平成17年度から必要となる学用品等が高等学校就学費用として支給

されております。今後とも、高等学校等に就学する世帯に対する支援の充実が図られるよう、

実施機関に対して丁寧な対応を指導してまいります。 

子育て支援担当理事 

放課後児童クラブの整備につきましては、これまでも事業の実施主体である市町村に対し、

財政支援を行ってきたところであります。今後も利用する児童の増加が見込まれることから、

県といたしましては、放課後児童クラブの設置促進に取り組む市町村を支援してまいります。 

次に、母子福祉資金等の償還につきましては、災害、疾病など、やむを得ない事由により

償還が困難であると認められる場合においては、それぞれの世帯の実情に応じ、支払いを猶

予するなど、個別に相談をしながら対応しております。今後とも、借受人の状況に配慮し、

適切に対応してまいる考えであります。 

教育長 

国の大学等奨学金事業につきましては、来年度の概算要求におきまして、無利子奨学金の

貸与人員を増員し、貸与の充実を図る動きがあることから、今後、国の動向を注視してまい

りたいと考えております。 

次に、奨学金制度につきましては、より多くの生徒の修学を支援するために、高等学校生

徒及び大学生いずれも貸与型として運営しているところであり、給付型の創設については、

国に対して、引き続き働き掛けを行ってまいる考えであります。 
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五、医療、介護職員不足の対策について 

保健福祉部長 

福島病院の産科医につきましては、現在県立医科大学から派遣されておりますが、県全体

として産科医が不足している中で、地域の周産期医療に必要な産科医の確保は、極めて重要

な課題であります。このため、須賀川地域の医療体制を検討する須賀川、岩瀬及び石川地方

地域医療懇談会での協議の方向性や県周産期医療協議会の意見等を踏まえ、当該地域の周産

期医療体制の確保にしっかりと取り組んでまいります 

次に、保健医療従事者に係る県立養成施設につきましては、県内における安定した人材確

保を図るため、医療関係団体等で構成する「保健医療従事者養成に係る有識者会議」を今月

中に設置し、この中において、本県で必要とされる養成施設の在るべき姿等の意見を頂き、

これらを基に、養成施設の形態や規模等について取りまとめを行ってまいる考えであります。 

次に、介護報酬につきましては、現在、国において、改定に向けた検討がなされておりま

すが、良質な介護サービスを維持するためにも、介護報酬を一律に減額するのではなく、職

員の処遇改善を介護報酬本体において適正に評価するなど、介護人材の確保につながる処遇

改善の仕組みを構築するよう、知事を先頭に、国に対して強く要望しているところでありま

す。 

次に、介護職員処遇改善交付金につきましては、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ

の国の支援制度として、平成21年度に創設され、平成23年度まで実施されたものであります。

平成24年度からは、同様の支援内容である「処遇改善加算」が介護報酬への加算措置として

設けられており、引き続き、処遇改善に取り組む事業者への支援が行われております。 

次に、介護職員の処遇改善策につきましては、現在、国において、今回の介護報酬の改定

の中で、「処遇改善加算」の拡充が検討されており、県といたしましては、この制度の運用

により、処遇改善に取り組む事業者への支援を行ってまいる考えであります。 

六、土砂災害防止、雪害の対策について 

農林水産部長 

本年２月の大雪に伴う農業災害対策につきましては、市町村と連携し約4,500名の被災農業

者の事業要望等を取りまとめ、９月30日及び11月20日に国の補助金交付が決定されたところ

です。既に一部の市町村において農業者への助成金の支払が始まっており、残る市町村も、

順次支払が開始される見込みであります。 

土木部長 

基礎調査の推進につきましては、基礎調査結果の公表と早期完了を促進する土砂災害防止

法の改正等を踏まえ、本定例会において予算の増額補正を提案しております。今後とも、基
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礎調査の早期完了に向け取り組んでまいります。 

次に、基礎調査に要する経費を起債の対象とすることなどにつきましては、今年６月の国

への提案・要望活動に続き、今般の法改正の動きを踏まえ、11月に総務省及び国土交通省に

対し、要望を行ったところであります。 

次に、災害時要援護者関連施設を保全するための施設の整備につきましては、県が把握し

ている対策を要する箇所は118か所あり、そのうち66か所で整備が完了し、19か所で事業を実

施しております。今後とも、重点的な整備に努め、安全・安心の確保を図ってまいります。 

再質問 

宮本しづえ県議 

 再質問いたします。最初に知事に伺いたいと思います。県土の復興、福島の復興と言うと

きに、基本はそこに住んでいる、あるいは住んでいた住民が、何らかのかたちで元の生活を

取り戻すということが前提とならなければいけないと思うんですね。避難している人もして

いない人も、戻る人も戻らない人も、被災者として支援するという立場を確立することから

支援が具体化されることになるのだと思います。ですから、「人間の復興」ということを基

本姿勢に県政は取り組むべきだと私は思うんですが、その点での県の取り組みの姿勢が極め

て不十分ではないかということで知事の認識を伺いましたので、その視点で改めてもう一度

知事の認識を伺いたいと思います。なぜそう言うかと言いますとね、住まいの問題も、賠償

を打ち切られた人の生活支援の問題も、どこがどう担当するんですかという質問のやりとり

の中で、なかなか担当課が見えてこないという問題があります。やはり県民の一人一人の復

興という視点が県政の中に欠落している、不十分だという結果がそういう事態を招いている

のではないかと私は思いますので、知事としてリーダーシップを大いに発揮していただきた

い。改めて認識を伺いたいと思います。 

 その復興を考える上で、住まいの再建が大変重要な課題となるわけですけれど、土木部長

に伺いたいと思います。住まいの再建の支援についていま答弁がありましたように、二重ロ

ーンだとか空き家のリフォームについては支援があります。それはその通りで承知をしてお

ります。これ空き家は、自分の家を再建したいというときは助成対象にならないで、他の家

の空き家になったところをリフォームして入りたいというときには支援しますというのも、

そもそも本来は自宅を再建したいという所を積極的に支援するというのが本筋ではないかと

思うんです。その点での県の支援が不十分ではないかということで岩手県の例も引用しなが

らお聞きをしました。その点での県の認識を改めて伺いたいと思います。この間大きな災害

が起きた北海道の奥尻ですとか、先日は土木で普賢岳の被災者のところにも行きました。奥

尻は２年間で仮設住宅は全部なくしました。みんなそこから出ましたとおっしゃったんです

ね。なんで出来たかというと、これは義援金なんです。一戸あたり一千万円を超す義援金が

あって、それではじめて住まいの再建が可能になって、みんな自宅も再建できて、あるいは
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復興公営住宅に入ってということで仮設住宅から退去できたということなんです。こんどの

場合はあまりにも被災件数が多すぎます。だから義援金といっても桁がちがうんですね。だ

からこそ公的な支援がもっと厚く必要ではないですか。国がやるのは当然だし、本当にこれ

を求めなくちゃいけないことです。でも、国を待っているだけでいいのだろうか、福島県民

の住まいの再建、くらし・生業の再建の土台をどう築いていくのかというときに、県として

ここにももっと手厚い支援が必要ではないかということで質問しておりますのであらためて

土木部長の答弁を求めたいと思います。 

 これ住まいの再建と言ったときに、例えばいま避難している地域の中でも、津波で流され

ちゃったお宅は家屋の賠償は対象になりません。自力で再建しなければいけないんです。同

じ避難している人でも、家屋が残ってるところは賠償も出る。流されちゃったところは家屋

の賠償は対象にならないというように、同じ避難者の中でも再建に向けてそういう大きな差

が出てきてしまうんです。制度上なんとも仕様がないというかたちになってしまっているの

で、そういう人も含めてしっかり住まいの再建ができるように県としては考えるべきだ、原

発被災地の福島だからこそ検討すべきだと考えますので改めて県の答弁を求めたいと思いま

す。 

再答弁 

知事 

 いま福島県庁がなんのためにあるのか、それは福島の復興を前にすすめるためにあるのだ

と私は思います。また、特に避難をされている方々、当たり前の生活が出来ない一番苦しん

でおられる方々にどうやって光を当てていくのか、それが県の大切な仕事だと考えておりま

す。そのためにも被災者お一人お一人が生活再建をよりしっかりと果たすことができるよう、

県庁が全庁一丸となって努力を続けてまいります。 

土木部長 

 県といたしましては、現在県の行っております支援策を広く周知いたしまして、いっそう

の活用を促進するため、市町村や関係団体と連携しまして、住宅フェアあるいは住宅再建相

談会、そういったものを実施いたしまして、継続的に住まいの再建を支援してまいりたいと

考えております。 

再々質問 

宮本しづえ県議 

 まず今の住まいの再建について土木部長に改めて伺いたいと思いますけれども、今ある制

度を周知するというのは当然のことなんです。先ほど申し上げた通り、福島の被災者が置か

れた状況、住まいの再建のための困難さというのは相当複雑なんですよね。 
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 ですから、どんな状況に置かれている人でもしっかり再建が支援できるような制度を県と

しては考えるべきではないかと思うんです。だからこそ、これは県独自の施策がいいのか、

あるいは復興特措法の中でなんらかの支援を考えるべきかというのは県の中で考えればいい

こと。いずれにしても避難者の中の津波で家を失った人たちには何の支援もないという現状

も含めて、しっかりとした住まいの再建のための支援が必要ではないか。それが「福島県の

被災者の再建のための土台なんだ」という認識が本当に確立されているのか、私は非常に心

配です。その点を改めて土木部長に認識とその支援策についてもう一度お聞きしたいと思い

ます。 

 それから、避難者の支援ということで損害対策担当理事に伺いたいと思いますけれども、

賠償が打ち切られてしまった旧緊急時避難準備区域、もう２年以上経っているわけですよね。

だけど戻っていないわけですよ。自主的な避難者も含めて戻っていない方がいっぱいいらっ

しゃるんだけど、自治体まるごとに避難をしてしまったというところについては何らかの特

別な支援がやっぱり考えられなくてはいけないだろうと思うんです。これは経産省も何らか

の支援は必要だと思うということを言っているわけですので、どういう支援が適当なのかと

いうことを県の中でもう少し詰めたかたちで検討して、その上でしっかり国に求めていただ

く必要があるのではないかと思いますので、その点で考え方があればお聞かせください。 

 それから、賠償の今の東電の姿勢に対してどう私たちが、あるいは県が、自治体が、被災

者が対応していくのかということについて、とにかくばらばらなんですね、対応が。なので

全体会を開いてしっかり賠償の到達については問題意識を共有するべきではありませんかと

いう提起をしておりますが、その点については答弁がありません。これはちゃんと全体会を

開いて、確か昨年12月の第四次追補が出たときの説明会以降、全体会開かれてないですよね。

ですからこの３年９か月が経った中で、いま賠償がどうなっているのか、それぞれの団体が

どういう課題を抱えているのかということをしっかり共有し合いながら、必要な対策を講じ

ていくという事務局としての県の取組みが求められていると思います。 

 それから、もう一つ精神的な賠償に対する取組みの問題なんですけど、答弁は個別的な事

情に応じた賠償が十分なされるように求めているという答弁なんです。精神的な損害賠償を

どう個別的に判断をして、どう求めていくのかというのはきわめて難しい問題だと思うんで

す。個別的にはなかなか賠償がされないという現実があるんです。だからいま集団で、さま

ざまな共通する課題の地域の皆さんがこれを求めていこうという動きが出てきているわけで

す。私が住んでいる渡利の地域でもいま「賠償を考える会」がつくられて説明会が始まった

というような状況にあります。福島の市民は７割がいまも放射能の影響に不安を感じている

という回答があるように、共通しているんです。だったらもう個別的なんて言わないで、き

ちんとそれ相応の精神的損害賠償を行うべきだと明確に求めるべきだと思いますので、改め

て見解を求めたいと思います。 
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 避難者の生活再建、これは県の最重要課題であると考えてございます。その中でも住宅の

再建というのは大変大事なことであると認識しております。繰り返しになりますが、県とし

ては現在の支援策を広く周知しまして、継続的に住まいの再建を支援してまいりたいと考え

ております。 

原子力損害対策担当理事 

 まず、被害者の生活再建支援策につきましては、賠償だけでは被害者の生活とか事業の再

建を行うことは困難でありますので、その意味で先ほども申し上げましたように、就労の支

援、教育、福祉サービス等の充実など、いろいろなかたちでの生活再建支援策を国にも求め

てまいりますし、賠償だけでは難しいところがありますので県としても一体となって取り組

んでいく必要があると考えております。 

 次に原子力損害対策協議会の開催でございますが、昨年末に国の中間指針第四次追補が策

定されまして、７月に住居確保の損害の請求受付が開始されるなど、賠償の一定の見通しが

示されたところであります。東京電力の賠償基準、今後もいろんなかたちでの策定が必要だ

と考えております。また被害者の賠償金の支払状況等も見ながら、全体会の開催時期につい

ては検討してまいりたいと考えております。 

 それから精神的損害につきましては、特に避難指示区域外における精神的損害ということ

だと思いますが、統一的なものというのは難しいところもありますので、それぞれの地域に

おける特別な実情、それから被害者一人一人の事情に応じた賠償がしっかりと的確になされ

るべきだと考えております。 

以 上 


